
事業主の皆さまへ

へ
不妊治療と仕事の両立を支援する助成金のご案内

「両立支援等助成金（不妊治療両立支援コース）」など

「両立支援等助成金（不妊治療両立支援コース）」

支援対象となる事業主

不妊治療のために利用可能な休暇制度・両立支援制度について、次の①～⑥のいずれか又は複数の
制度について、利用しやすい環境整備に取り組み、不妊治療を行う労働者に休暇制度・両立支援制度
を利用させた中小企業事業主

支給要件

① 不妊治療のための休暇制度（特定目的・多目的とも可）、② 所定外労働制限制度、
③ 時差出勤制度、④ 短時間勤務制度、⑤ フレックスタイム制、⑥テレワーク

次の全ての条件を満たすことが必要です。

（１）不妊治療と仕事の両立のための社内ニーズ調査の実施
（２）整備した上記①～⑥の制度について、労働協約又は就業規則への規定及び周知
（３）不妊治療を行う労働者の相談に対応し、支援する「両立支援担当者」の選任
（４）「両立支援担当者」が不妊治療を行う労働者のために「不妊治療両立支援プラン」を策定

支給額

Ｂ「長期休暇の加算」
上記Ａを受給した事業主であって、労働者に不妊治療休暇制度を20日以上連続して取得させ、
原職等に復帰させ３か月以上継続勤務させた場合

１中小企業事業主 ２８.５万円＜３６万円＞ １事業主当たり１年度に５人まで

次の要件を満たした場合、Ａ、Ｂそれぞれが支給されます。

Ａ「環境整備、休暇の取得等」
支給要件の全てを満たし、最初の労働者が、不妊治療のための休暇制度・両立支援制度を
合計５日（回）利用した場合

１中小企業事業主 ２８.５万円＜３６万円＞

支給対象となる事業主：不妊治療等のために利用できる特別休暇制度（多目的・特定目的とも可）を

導入した中小企業事業主

対象経費：外部専門家によるコンサルティングや就業規則等の作成・変更などの休暇制度の導入に関

する経費

支給額：上限５０万円（所得経費の３／４。一定の要件を満たした場合４／５）

不妊治療のための休暇を新たに導入したい場合は、以下の助成金も活用できます。

「働き方改革推進支援助成金（労働時間短縮・年休促進支援コース）」

※Ａ、Ｂとも、＜ ＞内は生産性要件を満たした場合の支給額



※ 受付時間： 8:30～17:15（土・日・祝日・年末年始を除く）

「社内ニーズ調査」とは何でしょうか？QQ

AA
不妊治療と仕事の両立に関して、労働者が求めている制度や支援策について把握するた
めのものです。新たにアンケート調査を実施することや、既に実施している自己申告制
度を活用することが考えられます。

両立支援等助成金（不妊治療両立支援コース）についてよくある質問

両立支援担当者とはどういう方が当てはまりますでしょうか？QQ

AA
人事労務担当者や産業保健スタッフ等が考えられます。不妊治療を受ける労働者の相談
に対応し、労働者一人ひとりの「不妊治療両立支援プラン」を策定し支援する者として
事業主に選任されていれば、資格や役職などは問いません。
厚生労働省では、人事労務担当者向けのマニュアルを周知しています。ご活用ください。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/30k.pdf

不妊治療両立支援プランとはどういうものでしょうか？QQ

AA
両立支援担当者が、不妊治療を受ける労働者から利用したい制度・働き方の希望などを
聴いた上で、制度の利用予定、その間の業務分担の見直し等の検討も含め、治療と両立
しやすい環境整備を図るために策定するプランです。

■行動計画策定指針の改正について

次世代育成支援対策推進法の指針が改正され、事業主が一般事業主行動計画に盛り込むことが望ましい事項として、
「不妊治療を受ける労働者に配慮した措置の実施」が追加されました（令和３年４月から適用）。助成金の活用だけで
なく、一般事業主行動計画の変更等の機会に、不妊治療と仕事の両立に関する措置を盛り込むことも積極的にご検討く
ださい。URL：https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14408.html
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詐欺にご注意ください。国や都道府県労働局から、助成金の相談について電話などで勧誘することはありません。

また、振り込み先、口座番号、その他の個人情報を個人の方に電話などで問い合わせることはありません。

支給要件の詳細や具体的な手続き、支給申請書のダウンロードはこちら。
■両立支援等助成金（不妊治療両立支援コース）

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14408.html
■働き方改革推進支援助成金（労働時間短縮・年休促進支援コース）

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html


